
（１）基本情報の仮登録

使用するブラウザから下記URLにアクセス。
https://www.fld.caa.go.jp/caaks/ccsc01/seizoshoToroku

（２）仮登録した基本情報を送信

①画面に表示された情報に問
題がなければ、「送信」ボタンを
押します。

②その後、仮受付完了メールが送信されます。

はじめて製造所固有記号の届出をする方へ

届出者の基本情報を登録し、届出データベースのログインに
必要なＩＤを取得する必要があります。

送信前に確認してください！
□氏名又は名称：（法人の場合）法人登記のとおり記載していますか？

（個人の場合）屋号ではなく個人名を記載していますか？
□住所又は所在地： （法人の場合）法人登記のとおり記載していますか？
□パスワード：入力したパスワードの控えをとりましたか？

※これ以降、パスワードは表示されません。必ず控えておいてください。

①必要事項を入力します。
（※は入力必須項目。）

入力したパスワードは大切
に保管してください。

②入力したら、
「入力内容の確認」ボタン
を押します。

「氏名又は名称」は、法人
登記のとおり入力。（個人
の場合は屋号ではなく個
人名で入力。）

「住所又は所在地」は、法人登記のと
おり入力。
（個人の場合は生活の本拠を入力。）

１．基本情報の登録

システムを利用する前に確認してください！
○本システムが動作する環境要件は、以下のとおりです。

○基本情報の届出は、表示内容に責任を有する製造者又は販売者が行う必要
があります。

OS ブラウザ

Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows 10

Microsoft Internet Explorer 11
Microsoft Edge（Chromium版）
Google Chrome

macOS 10.15
macOS 11

Safari

https://www.fld.caa.go.jp/caaks/ccsc01/seizoshoToroku


※仮受付された基本情報に24時間以内にアクセスしなかった場合
仮受付された基本情報は、24時間を経過すると、自動的に削除されますので、24時間が
経過した場合は、最初からやり直してください。

（４）受付完了
送信された内容を消費者庁担当者が２、３日を目安に確認します。送信され

た内容に不備がない場合、受付完了のメールが送信されます。
メールにはユーザIDが記載されているので、厳重な管理をお願いいたします。

送信された基本情報に不備があった場合、差戻しメールが送信されますので、
差戻しコメントを確認の上、記載されているURLにアクセスし、基本情報を修正
し、再度送信をしてください。

（３）基本情報の届出を送信（本登録）
仮受付完了のメールに記載されているURLに24時間以内に必ずアクセス。

表示された情報を届出をすると
きは、「送信」ボタンを押します。

２．基本情報の変更

基本情報に登録した食品関連事業者に関する情報について変更
が生じた場合は、基本情報の変更を行う必要があります。更新のお
知らせメールが届かなくなります。
なお、食品関連事業者の住所又は所在地を変更する場合は、製造

所固有記号の届出情報の変更も必要になります。

【重要：必ずお読みください】
ＩＤ、パスワードの管理を徹底してください！
本システムは、ユーザID及びパスワードによる主体認証を行った

上で利用可能となっておりますが、悪意ある第三者による不正アク
セスの防止のためにも、

①届出担当者において、ユーザID及びパスワードの厳重な管理を
行う

②第三者から推測できるものや他の情報システムなどで利用されて
いるパスワードを設定しない

③届出担当者の変更があった場合は必ずパスワードの変更を行う

などの適切な取扱いを行っていただきますようお願いいたします。

また、上記のような取組はもちろんのこと、届出担当者の変更が
あったにもかかわらず、既に事業者内に籍を置いていない者の個人
アドレスが宛先設定となっているなどの場合、情報漏えいにつなが
る場合も懸念されることから、基本情報のうち連絡先電話番号、送
付先メールアドレスなどについて、変更の必要はないか、厳に確認
いただきますようお願いいたします。
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